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第４２５回（定例）福崎町議会会議録 

                             平成２１年９月４日（金） 

                             午前９時３０分  開 会 

 

  １．平成２１年９月４日、第４２５回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。 

 

  １．出席議員    １５名 

 

 

  １．欠席議員     １名 

 

 

  １．事務局より出席した職員 

    事 務 局 長  中 塚 保 彦  主 査  澤 田 和 也 

 

  １．説明のため出席した職員等 

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  岡 本   裕  技 監  樋 口 和 夫 

    会 計 管 理 者  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

企 画 財 政 課 長  近 藤 博 之  税 務 課 長  山 口 省 五 

住 民 生 活 課 長  松 岡 英 二  健 康 福 祉 課 長  高 松 伸 一 

ま ち づ く り 課 長  志 水 利 雄  産 業 課 長  井 上 茂 樹 

下 水 道 課 長  後 藤 守 芳  水 道 課 長  豊 國 明 紀 

社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  志 水 清 二 

代 表 監 査 委 員  城 谷   章 

 

  １．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸報告 

第 ４ 議案の上程・議案説明 

 

  １．本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸報告 

日程第 ４ 議案の上程・議案説明 

 

  １．議案件名 

１番 松 岡 秀 人  １０番 石 野 光 市 

２番 牛 尾 雅 一  １１番 小 林   博 

３番 宮 内 富 夫  １２番 東 森 修 一 

４番 釜 坂 道 弘  １３番 冨 田 昭 市 

５番 福 永 繁 一  １４番 北 山 孝 彦 

６番 志 水 正 幸  １５番 高 井 國 年 

７番 難 波 靖 通  １６番 宇 﨑 壽 幸 

８番 広 岡 史 郎    

９番 吉 識 定 和    
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報告第１１号 議会の委任による専決処分の報告について 

報告第１２号 平成２０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

議案第５０号 平成２０年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第５１号 平成２０年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

議案第５２号 平成２０年度福崎町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第５３号 平成２０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

議案第５４号 平成２０年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第５５号 平成２０年度福崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

議案第５６号 平成２０年度福崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第５７号 福崎町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第５８号 町営住宅の明渡し等に関する訴えの提起等について 

議案第５９号 平成２１年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について 

議案第６０号 平成２１年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

議案第６１号 工事請負契約について 

議案第６２号 物品購入契約について 

 

  １．開会及び開議 

 

議 長 皆さん、おはようございます。 

第４２５回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。 

ことしの夏は、各地で記録的な集中豪雨が発生しました。近隣では、宍粟市や

佐用町などで尊い命や貴重な財産が失われ、自然の猛威に対し、人間の無力さを

思い知らされました。故人に対し、心からご冥福をお祈りいたします。 

本日ここに、第４２５回福崎町議会定例会が招集されましたところ、議員の皆

さんにはご健勝にて、早朝からご参集を賜り、定刻に開会できますこと、まこと

にありがとうございます。 

さて、本定例会に付議されます案件は、報告２件及び議案第５０号から議案第

６２号までの議案１３件、計１５件を予定しております。何とぞ議員各位には格

別のご精励を賜り、慎重審議の上、適正妥当なる結論づけが得られますとともに、

議事の円滑なる運営につきましても格別のご協力をお願い申し上げまして、本定

例会の開会のごあいさつといたします。 

ただいまの出席議員数は１５名でございます。定足数に達しております。 

よって、第４２５回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

なお、本日の議会に吉識議員が欠席という届けが出ておりますので報告をして

おきます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。 
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会議録署名議員の指名は、会議規則第１２０条の規定により、議長が指名をい

たします。 

５番、福永繁一議員 

１３番、冨田昭市議員 

以上の両君にお願いいたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

議 長 日程第２は、会期の決定であります。 

会期の決定の件を議題といたします。 

過日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、既に皆様の

お手元にお渡ししております日程表案のとおり本日から９月２５日までの２２日

間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長 ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月２５日までの２２日間といたします。 

 

日程第３ 諸報告 

 

議 長 日程第３は、諸報告であります。 

第４２４回臨時会閉会後、本日までの主要事項につきましては、別紙配付のと

おり報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

また、例月出納検査の報告書が議長あてに提出されており、その写しを配付し

ておりますので、ご覧いただければ幸いかと存じます。 

 

日程第４ 議案の上程・議案説明 

 

議 長 日程第４は、議案の上程であります。 

これから報告第１１号、議会の委任による専決処分の報告についてから議案第

６２号、物品購入契約についてまでの報告２件、議案１３件の計１５件を一括議

題といたします。 

これから町長提案の上程議案に対する町長の提案理由の説明を求めてまいりま

す。 

町    長 おはようございます。第４２５回福崎町議会定例会にご出席をいただきまして、

ありがとうございます。 

ことしの夏は、大変変化の多い夏でありました。空梅雨を思わせる夏の初めで

したが、長い梅雨となり、８月１日から２日にかけては、福崎史上最高の時間雨

量６９.５ミリメートルを記録する大雨をもたらし、床下浸水や農地災害などの

被害が出ました。被災されました皆様方には心からお見舞いを申し上げます。 

また、政治的にも大きな変化が起きました。８月３０日の投票によって政権が

交代することとなりました。私たちは、どのような事態になろうとも、議員の皆

様と力を合わせて、町民のいのち、くらし、人権を守るために力を尽くしたいと

考えております。 

この議会には、２件の報告と１３件の議案を提案しております。一般会計を含

む諸決算は今議会の中でも大きな比重を占めております。 

平成２０年度という年は、平成１６年３月に策定しました第４次総合計画の前
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半の最後の年でありました。総合計画は、自分の頭で考え行動する自律のまちづ

くりを強く意識しましたが、２０年度には、より一層努力して取り組んでまいり

ました。 

自律のまちづくりを進める上での大切な柱として、参画と協働を基本にして、

情報の公開と私たち職員の能力の向上を目指して取り組んでまいりました。能力

の向上に当たっては、専門分野の力量アップは当然でありますが、自分の頭で考

え行動する基礎として、哲学、経済学、歴史の勉強をしましょうと呼びかけてま

いりました。哲学では、歴史の中で考え、環境の中で行動するようにし、縦横、

上下の関係でものを考え行動するよう、経済学では、生産活動をより活発にし、

消費行動をより公平に行うためには、お金の流れをどのようにすればよいのかを

考える、歴史では、これまでの歴史を土台にしながらも、自分の行動が、即、こ

れからの歴史をつくるのだという高い意識を持つように呼びかけ、私もそのよう

に努力してまいりました。もちろん、大きな状況の変化によって達成できなかっ

た課題もありました。同時に、プランに掲げ、それを実行しようという強い意思

を持って取り組んだ成果も生まれています。決算は結果ではありますが、汗と油

で取り組んだ大切な果実であり、次につながる貴重な歴史であります。その貴重

な成果を、町民の信託を受けておられる議員皆様の目を通して検証していただき、

来年度予算をはじめとする第４次総合計画後期基本計画の達成に役立てていきた

いと考えております。 

さらに、政権交代による政治的変化に対応する柔軟性と原則性が大切だと考え

ております。日本は法治国家でありますから、何事も国権の最高機関である国会

において審議した後、法がつくられます。この審議の過程を注視し、その法に対

応する努力をしていかなければならないと考えております。ある意味では、夢が

あり、変化のある楽しい時代が来たと、積極的、楽天的に受けとめて、町政運営

に取り組んで参りたいと考えております。 

各議案につきましては、担当者が説明をいたします。十分ご審議をいただいて、

原案にご賛同賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。 

次に、各課報告に進ませていただきます。 

８月９日から１０日にかけて、台風９号の影響による集中豪雨により、西播磨

を中心に大きな被害が出ています。福崎町では１０日から１７日まで給水車を、

１２日から２６日まで廃棄物収集の２トンダンプ車を佐用町に派遣し、災害支援

を行いました。 

また、福崎町社会福祉協議会は、１２日から１５日まで公募による災害ボラン

ティアの派遣を、福崎町消防団は１９日にボランティア活動を行いました。 

平成２１年職員採用試験の申し込み状況ですが、一般行政職の一般事務職は５

９人、建築職は４人の申し込みがありました。第１次試験は、今月２０日、日曜

日に市川高等学校で実施をいたします。 

次に、選挙管理事務についてですが、選挙人名簿の定時登録者数は、９月１日

の基準日現在、１万５,４９１人となっております。 

企画財政課であります。平成１７年１１月に策定した行政改革大綱及び集中改

革プランは、本年度が計画の最終年度となっております。集中改革プランにつき

ましては、平成２０年度決算に基づく実績を取りまとめましたが、目標額に対す

る進捗率は１２３.０％となりました。また、新たな行政改革大綱及び実施計画

の策定につきましては、４月以降、定額給付金の事務が重なったことにより、事

務がおくれておりましたが、内部の組織である行政改革推進本部及び行政改革調

査検討委員会を設置し、現在、各課において５年間の検証と新たな検討項目の取
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りまとめを行っております。今後、行政懇話会も立ち上げ、幅広いご意見をいた

だきながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

税務課についてであります。税務課につきましては、平成２１年度固定資産評

価台帳の縦覧を４月１日から６月３０日まで行いました。縦覧閲覧数は法人２５

件、個人７０件、計９５件であります。なお、今回２件の異議申出書の提出があ

り、固定資産評価審査委員会で審査をいたしております。 

町税等の滞納者の差押え物件の公売を進めるため、インターネット上で参加の

申し込みを行っております。 

また、滞納整理対策委員会では、法的措置について検討しており、昨年度に引

き続き、町営住宅の明け渡し訴訟を行うこととしております。今議会で関係議案

を提出いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

健康福祉課についてであります。７月２２日に老人ゲートボール大会を開催し、

１２チーム、７０名の参加がありました。 

後期高齢者医療保険者証の一斉更新を行い、７月１７日に２,２９１名の方に

新しい被保険者証を郵送しました。 

９月は老人福祉月間で、各集落において数々の敬老行事を行っていただいてお

ります。町でも、１日には、最高齢者宅を訪問し、祝福させていただきました。

２日には文化センターで老人芸能慰安会を開き、腹話術、歌謡ショー、浪曲でお

楽しみいただきました。また、６日には文珠荘で日赤奉仕団の方々のお世話でひ

とり暮らし老人慰安会を予定いたしております。 

保健事業では、女性特有のがん検診を１０月から実施し、特定の年齢に達した

女性に対し、がん検診無料クーポン券を交付し、早期発見と健康意識の普及啓発

を図ってまいります。 

介護保険事業では、要介護認定の判定調査基準７４項目中、４３項目が修正さ

れ、１０月１日から新しい判定基準が適用されることとなりました。 

住民生活課についてであります。６月２８日、市川町の川辺小学校において、

第２回神崎郡消防操法大会が実施されました。福崎町代表の新町分団が自動車ポ

ンプの部で優勝、庄分団が小型動力ポンプの部で優勝、福田分団が３位と、すべ

ての出場分団が入賞という輝かしい成績をおさめました。 

平成２１年度交通安全モデル地区は、馬田自治会を指定し、７月１９日に馬田

地区の児童公園で交通安全祈願祭を行い、あわせて交通安全パレードを実施しま

した。秋の全国交通安全運動は９月２１日から９月３０日までの予定で実施をい

たします。 

産業課についてであります。６月３０日、平成２０年度に福崎町商工会が進め

てきた民俗学ともちむぎパスタのまちづくりの継承事業として、もちむぎ食品セ

ンターが提案いたしました国の全額補助事業、地方の元気再生事業「旅の学校フ

ォークロアン講座」とともに、もちむぎパスタのまちづくりが選定を受けました。

福崎町としても協力をしてまいります。 

８月２日未明の集中豪雨による農業関連被害が農地２２カ所、農業用施設２０

カ所、林地７カ所、林道２カ所の合計５１カ所に発生いたしました。暫定法によ

る国庫補助を受けるため、手続を進めております。 

まちづくり課についてでありますが、道路関係では、国が新たに創設した地域

活力基盤創造交付金を積極的に活用し、町費負担の軽減を図りながら、道路改良

事業の推進を図ってまいります。本年度対象となる路線は、神谷区の町道194号

線及び福崎工業団地の町道高橋中寺線であります。 

都市計画マスタープランについては、素案がまとまり、今後、関係機関との調
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整やパブリックコメントを行い、都市づくりの総合的・体系的な方針を策定して

まいります。 

県事業では、県道甘地福崎線道路改良工事が山崎地区における最終区間の工事

発注がされ、関係者のご協力により、本年度中に完成する見込みとなりました。 

８月２日未明の集中豪雨による土木関連被害では、町道の３カ所で発生いたし

ました。日光寺線では、国庫補助を受けるために手続を進めております。 

下水道課についてでありますが、福崎浄化センターについては、面整備の拡大

とともに、接続件数が２,１００件、１日流入量は約２,４００立方メートルを超

えてきましたが、引き続き順調な運転と良好な水質を得ております。流入量は順

調に増加しており、将来の流入水量推計から予測すると、平成２３年度初旬には、

浄化センター水処理施設の増設が必要なため、実施設計を進めてまいります。 

下水道面整備事業については、南田原地域の面整備工事に先立ち進めておりま

した田原第３汚水幹線管渠工事は推進工が順調に進み、約１カ月程度早く全区間

の工事が完了をいたしました。また、現在工事中の山崎地区の一部と吉田地区に

ついては、７月から面整備工事に着手し、鋭意工事を進めております。 

雨水幹線整備事業については、西田原及び南田原地域の浸水対策として、町道

東大貫中島線の歩道下に雨水管渠を設置するヤゴ雨水幹線、延長１１２メートル

の工事に着手をいたしました。また、川すそ雨水幹線渠は最下流の延長１９２メ

ートルの工事に当たり、本議会の承認を得て工事を進めようとしております。 

下水道計画等の見直しについては、福崎工業団地及び企業団地の事業認可等に

係る手続き、福崎町生活排水処理計画及び雨水計画の見直しを含めた公共下水道

事業効率化計画策定業務７月に発注し、順次進めております。 

学校教育課についてでありますが、福崎小学校地域教育推進委員会は、県民交

流広場事業を活用しまして、スクールヘルパーの組織化など、地域ぐるみで子ど

もを育てるコミュニティづくりの取り組みを始めました。 

新型インフルエンザに伴う臨時休業にかかわる授業補充を８月２４日から９月

１日にかけて実施いたしました。 

学校に配置しております英語指導助手の１名が７月で契約期限満了となり、後

任としてアメリカから２１歳の女性を招致いたしました。契約期間は１年となっ

ております。 

大分県で開催された第３６回全国中学校陸上選手権大会に女子４種競技に出場

した福崎東中学校３年の藤本奈那さんが日本中学新記録で優勝する輝かしい成績

をおさめました。 

中学校の体育会は９月１３日、保育所、幼稚園、小学校の合同運動会は９月２

０日に行う予定となっております。 

社会教育課についてであります。福崎町子ども会球技大会が７月１２日に福崎

小学校で開催されました。猛暑の中、熱戦が繰り広げられ、その結果、ソフトボ

ールは福田子ども会が優勝、長目･八反田子ども会が準優勝に、またバレーボー

ルは西治･西谷子ども会が優勝、吉田子ども会が準優勝に輝きました。これら４

チームは８月２日に行われた神崎郡大会に出場し、吉田子ども会がバレーボール

で準優勝、長目･八反田子ども会がソフトボールで３位の成績をおさめました。 

福崎夏まつりは、天候の都合により、２日間の延期となり、８月１１日に福崎

東中学校の周辺において花火大会として実施をいたしました。 

自治会親善ソフトボール大会は８月１６日から５日間の熱戦が繰り広げられ、

優勝は福田、準優勝は井ノ口で幕を閉じました。 

水道課についてでありますが、７月１６日にヤゴ雨水幹線工事に伴う配水管新
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設工事、西治配水池送配水管入替工事、福崎町水道事業管路情報システム構築業

務委託、福崎町水道事業リスク管理耐震業務委託４件の入札を行いました。 

また、下水道工事に伴う配水管移設工事、吉田地区は鋭意工事を進めていると

ころであります。 

以上で各課報告とさせていただき、私の冒頭のあいさつとさせていただきます。

よろしくお願いを申し上げます。 

議 長 ただいま町長から上程議案に対する大要の説明が終わりました。 

これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で朗読及び説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知をお願いい

たします。 

まず、報告第１１号、議会の委任による専決処分の報告について、事務局に朗

読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 報告第１１号について説明をいたします。専決の内容は、事務局朗読のとおり

でございます。この報告の田原第３汚水幹線渠工事は、昨年の９月議会で議決を

経て、平成２０年９月８日に契約し、着工したところですが、推進工による管路

布設及び立抗における変更のほか、その他の工事も終わる見通しとなりましたの

で、出来高による精算見込みの契約変更を行ったものでございます。 

詳細につきましては、下水道課資料１ページをお願いいたします。 

１ページに全区間の平面図を示しております。右下には工事の変更内訳の概要

を示しております。推進工のヒューム管８００ミリ及び鋼管６５０ミリは、とも

に内容の変更はございません。立抗は１カ所、工法の変更があり、この変更部分

は平面図にありますⒷ、発進・到達立抗３,０００ミリと表示している部分で、

当初は波形のライナープレート、厚み２.７ミリとしておりましたが、施工に当

たり、薬液注入工等により、立抗の西側民地に影響を及ぼすことから、これを回

避するため、鋼製ケーシング、厚み１２ミリのもので、カッティング・ロック工

法により、施工したものでございます。 

下水道課資料２ページに部分平面図と中ほどに当初のライナープレートの断面

図を、また資料３ページには変更後の鋼製ケーシングによる断面図を示しており

ますので、参考としてください。 

この変更により８８９万１,０００円の増となりました。そのほか、平面図の

北側から二つ目の中間立抗１,８００ミリは、既存の道路が狭く、施工機械の進

入ができないことから、道路用地に仮設道を築造した費用として１３４万６,０

００円の増となりました。 

また、全体の工期が短縮したことや、昼夜間の交通誘導員の増減があり、結果

として２３７万４,０００円の減となりました。 

以上の変更により、総額で７８６万３,４５０円の増額となるものです。 

以上で報告第１１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議 長 次に、報告第１２号、平成２０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 
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企画財政課長 報告第１２号、平成２０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

ご説明申し上げます。 

この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定によりまして、

平成２０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を報告させていただ

くものであります。 

２ページ目をお開きください。 

まず、健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、

赤字額は発生しておりませんので該当いたしません。 

実質公債費比率は１６.８％、将来負担比率は１８９.８％となっています。そ

れぞれの指標の早期健全化判断基準並びに財政再生基準は決算における数値の右

側にお示しをしているとおりでございます。 

次は、資金不足比率でありますが、対象となる水道事業会計、工業用水道事業

会計、農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業会計とも資金不足は発生して

おりません。 

企画財政課資料にそれぞれの比率の算定内訳等を添付しておりますので、資料

に沿って補足説明をさせていただきます。 

まず、赤字比率につきましては、資料２ページをお開き願います。 

左上が一般会計等でありまして、平成２０年度決算では一般会計のみが対象と

なります。一般会計の実質収支額は１億２,８４１万３,０００円の黒字でありま

すので、標準財政規模に対する実質赤字比率はマイナス２.６９％となります。 

次に、連結実質赤字比率は、一般会計等の実質収支額に左下の公営企業以外の

特別会計であります国民健康保険事業、介護保険事業、老人保健事業、後期高齢

者医療事業の実質収支額並びに右上の法適用企業会計であります水道事業会計、

工業用水道事業会計、それから右下の非法適用企業会計であります公共下水道事

業、農業集落排水事業の、それぞれの資金不足額または剰余額を加えた額が対象

となってまいります。 

これら全会計を連結しました実質収支額は７億４,３７６万２,０００円の黒字

でありますので、連結実質赤字比率はマイナス１５.６３％となっております。 

次に、実質公債費比率につきましては、資料３ページをお開き願います。 

本町の実質公債費比率の対象となるものは、各項目の上の丸囲いの番号で申し

ますと、①が普通会計の公債費に充当しました一般財源等の額、それから③は公

営企業会計において地方債償還に充てたと認められる普通会計からの繰入金であ

りまして、普通会計からの歳出で見ますと、上水道事業会計への奥田口配水管整

備分に対する補助金、公共下水道事業、農業集落排水事業、介護サービス事業の

公債費に対する繰出金のうち、一定の方法に基づいて算定した額が対象となって

まいります。 

④は、一部事務組合の起こした地方債に対する負担金で、くれさか環境事務組

合、中播衛生施設事務組合、姫路福崎斎苑事務組合の公債費に対する負担金が該

当いたします。 

平成２０年度決算における各数値で算定しました結果は、中段の右寄りになり

ますが、平成２０年度単年では１７.０７％と、約０.２７％上昇、３年平均では

１６.８％で、前年度と比較して０.１％上昇しております。 

次に、四つ目の指標の将来負担比率につきましては、資料４ページをお開きく

ださい。 

対象となります将来負担額は上の段に記載しておりますが、地方債の現在高は

一般会計等における地方債残高、公営企業債等繰り入れ見込み額は実質公債費比
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率の算定対象としました普通会計からの繰入金にかかる公営企業債の残高であり

ます。組合等負担等見込み額は一部事務組合の地方債残高のうち、本町の負担割

合であります。 

次に、退職手当負担見込み額は年度末で全職員が退職した場合の退職金及び退

職手当組合における積立金不足額でありまして、将来負担額の総額は下の段の算

定式中、Ａ欄になりますが、１９５億２,９５８万３,０００円となります。この

将来負担額に対して充当することが可能と見込まれる財源を中段にお示しをして

おります。まず、充当可能基金は公営企業会計以外の基金残高のうち、土地や貸

し付け等で保有している以外の現金等の額となります。 

次に、充当可能特定歳入は、住宅使用料のうち、今後元利償還金に充当が可能

な額を計上しております。 

また、基準財政需要額算入見込額は普通会計、公営企業会計、一部事務組合分

の地方債残高のうち、今後普通交付税に算入される見込額を計上しております。 

これら充当可能財源等の総額は下段の計算式中、Ｂ欄となりますが、１１８億

４,５１２万３,０００円となります。差引き、実質の将来負担となる額は７６億

８,４４６万円となっております。 

これを標準財政規模から普通交付税に算入された公債費等の額を控除しました

４０億４,７３１万４,０００円で除したものが将来負担比率でありまして、１８

９.８％となります。前年度は１６４.５％でありましたので、２５.３％上昇し

たことになります。この上昇につきましては、下水道事業における地方債残高が

増えたことが一つの要因ではありますけれども、さらに下水道事業債の実残高に

対しまして、将来負担額の対象に算入する割合が高くなってきたことによるもの

でございます。この割合につきましては、実質公債費比率の査定において、各企

業会計の公債費のうち、普通会計が負担した額として算定した割合を用いるわけ

ですけれども、この算定をする際の基準が年々厳格にされてきておりまして、高

くなってきたためでございます。 

最後に、公営企業会計におきます資金不足比率等につきましては、資料６ペー

ジをお開き願います。 

法適用企業会計は、水道事業及び工業用水道事業でありますが、いずれの会計

も資金収支は黒字でありまして、資金不足は発生しておりません。 

法非適用企業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業でありますが、い

ずれの会計も収入の不足額は一般会計から繰り出しをいたしますので、資金不足

額は発生いたしません。 

以上が各指標の概要でありますが、それぞれの指標を算定いたしました詳細書

類につきましては、議会事務局にも備えつけをしております。また、その書類と

ともに健全化判断比率等について８月２１日、監査委員に審査をいただきました。

その意見につきましては、別紙でお手元にお配りをしておりますので、お目通し

をいただきたいと思います。 

以上、報告第１２号の説明とさせていただきます。 

議 長 次に議案第５０号、平成２０年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について、

議案第５１号、平成２０年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について、議案第５２号、平成２０年度福崎町老人保健事業特別会計歳入歳

出決算認定について、議案第５３号、平成２０年度福崎町後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５４号、平成２０年度福崎町介護

保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５５号、平成２０年度福

崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５６号、平
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成２０年度福崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上７

議案につきましては、ともに決算認定を求める議案であります。また、関連す

ることもございますので、７件全部を一括して朗読し、その後、説明を求めて

まいります。事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、これから議案第５０号、５１号、５２号、５３号、

５４号、５５号、５６号の各歳入歳出決算認定に対する詳細なる説明を会計管

理者から求めます。 

会 計 管 理 者 議案第５０号から議案第５６号までの７議案につきまして、決算書及び出納室

議案説明資料により詳細説明をいたします。 

まず、議案第５０号につきましては、一般会計の決算認定でございます。 

決算書、２３４ページをお開き願います。 

一般会計の実質収支に関する調書でございます。歳入総額７０億４,２８６万

７,５５６円、歳出総額５８億９,２４５万４,５９４円、差引額１億５,０４１万

２,９６２円。そのうち、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額２,２０

０万円で、実質収支額は１億２,８４１万２,９６２円となり、平成２１年に繰り

越すこととなります。 

２３５ページから２４１ページにつきましては財産に関する調書で、公有財産、

物品、基金及び債権の保有内容をお示ししておりますので、お目通しくださるよ

うにお願いします。なお、基金の状況につきましては、後ほど説明を申し上げま

す。 

続きまして、決算の概要説明を申し上げます。出納室資料の２ページをお開き

願います。 

この概要説明につきましては、若干割愛をさせていただきますが、朗読説明と

させていただきます。 

まず、２ページの５行目の歳入でございます。歳入総額７０億４,２８６万７,

５５６円で、対前年度比６.７％の増となりました。 

内訳は、１款の町税３３億９,３３８万３,０１４円から２１款の、下から８行

目でございます町債の６億４,４４１万６,０００円まででございます。 

主な増減内容といたしましては、歳入総額の４８.２％を占めます町税は、前

年との比較では、町たばこ税はタスポ導入や健康志向の影響で減少をしましたが、

個人町民税、法人町民税、固定資産税及び軽自動車税は微増となり、１.５％の

増、地方譲与税は景気の低迷により、４.１％の減、配当割交付金は５７.６％の

減、株式等譲渡所得割交付金は７８.４％の減、地方消費税交付金は５.１％の減、

自動車取得税交付金は６.８％の増、地方特例交付金は７０％の増、地方交付税

は普通交付税の下水道事業債や臨時財政対策債など、公債費算入の基準財政需要

額の増額により１５.２％の増、分担金及び負担金は千束水路整備事業受益者分

担金などにより１０.８％の増、使用料及び手数料は特別会計の廃止によるし尿

くみ取り手数料の増加により１８.４％の増、国庫支出金は中島井ノ口線道路整

備事業補助金などにより１３.２％の増、県支出金は後期高齢者医療制度開始な

どにより１０％の増、財産収入は旧給食センター用地の水道事業への売却などに

より１２５.９％の増、寄附金はふるさと納税制度の新設などにより７０％の増、

繰入金は財政調整基金や老人保健事業特別会計からの繰り入れなどにより１０８.

１％の増、繰越金は２１.１％の減、町債は福崎幼児園建設事業などにより２８.

１％の増となりました。 

３ページをお開き願います。 
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左側の表につきましては、前年度との歳入の比較表でございます。右側をご覧

いただきたいと思います。 

歳出でございます。歳出総額は６８億９,２４５万４,５９４円、不用額は８,

６６４万５,４０６円となりました。 

以下、目別に主な取り組み内容を朗読説明いたします。 

まず、議会費では、定例会４回、臨時会２回が招集され、議案９３件、報告１

８件、議員発議４件、請願１件、意見書１件について慎重に審議し、それぞれに

ついて適正妥当な結論を導き、議会の権能と責任を果たしました。本会議をはじ

め、付託案件の審査と委員会活動を活発かつ積極的に行い、閉会中も所管事務調

査や先進地視察を実施いたしました。 

また、多岐にわたり、複雑・高度化する行政需要に対応し、住民の負託にこた

えるべく研鑽を重ねました。 

総務費では、一般管理費では職員研修を実施し、管理職を初め、各職階、専門

部門ごとに積極的に参加させ、住民の多様化するニーズに迅速かつ的確に対応で

きるように努めました。地域住民の連帯と協調により、人間性豊かな地域づくり

を図るため、地域づくり推進事業を実施した一般枠１３団体、ボランティア・Ｎ

ＰＯ団体育成枠１団体に補助金を交付いたしました。 

福崎まちづくり出前講座は、５４メニューの中から町民が知りたいこと、聞き

たいことを選んでいただいております。本年度は２５団体１,１４５名の方々に

利用をいただきました。 

また、生涯楽集データバンク「まちの先生」は、住民の自主学習や活動団体を

支援し、その成果をまちづくりに生かすことを目的としています。すぐれた技

術・技能を有する個人・団体が、まちの先生として２１分野にわたって登録され

ています。本年度は１１９回、３,８９９名の方々に利用していただき、口コミ

宣伝効果もあり、利用者は定着しつつあります。 

次に、４ページです。 

文書広報費では「広報ふくさき」を毎月発行し、住民に町民の事業及び行事等

の周知を図りました。 

文書管理では、情報公開制度に対応してパソコンによる文書登録を行い、適正

な管理に努めました。 

財政管理費では、地方公営企業等金融機構への出資を行っております。 

財産管理費では、庁舎の空調設備及び電気設備等の維持管理を行いました。 

工事費では、福崎駅前公衆トイレの新設や、駐車場の拡張整備を行っておりま

す。 

土地購入は代替地の土地開発基金からの買い戻しや野外センター整備分などで

ございます。 

基金積立金はふるさと応援寄附金、財政調整基金及び福崎浄化センター環境整

備基金です。 

企画費では、第４次総合計画の基本構想の修正及び後期基本計画を策定いたし

ました。 

情報管理費では、庁舎内ＬＡＮの再構築を実施し、庁舎内におけるネットワー

クセキュリティの強化を図りました。 

公平委員会費では、委員会を１回開催し、規則の改正等を審議するとともに、

公平委員会の本旨である公平な人事行政の推進に努めました。 

交通対策費では、町民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止を目的に運

動を展開しました。交通安全モデル地区・事業所には、亀坪地区と大伸化学を指
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定し、交通安全教室を開催するなど、交通安全意識の高揚に努めました。 

通学路の整備といたしまして転落防止柵設置工事を行い、事故防止に努めまし

た。交通事故は人身事故が１５９件、物損事故は７２８件で、死亡者が２人発生

するという結果となりました。 

コミュニティセンター運営費では、まちづくり講演会の開催や、クリーン作戦

の支援、２９自治会のコミュニティー活動支援を行いました。 

定額給付金給付費では、地域の経済対策に資するため、全住民に給付金を交付

するもので、本年度は申請書の発送を行いました。給付は繰越明許となりました。 

町税総務費では、税金の口座振替制度を推進し、納税者の利便性を図っており、

利用者は３,３０７人となっています。 

賦課徴収費では、税金の賦課徴収を行っておりますが、前納報奨金の対象を平

成１８年度から固定資産税と普通徴収扱いの住民税に限定をしております。 

戸籍住民基本台帳費では総合窓口として、住民を余分に歩かせない、待たせな

いワンストップサービスを実施しておりますが、前年度に引き続き、金曜日の２

時間延長業務を行い、住民サービスの向上に努めました。また、住基ネットの導

入で手続の簡素化による住民負担の軽減が図られています。 

選挙管理委員会費及び選挙啓発費では、選挙啓蒙と新成人への選挙啓発活動を

実施しました。任期満了によります農業委員会委員選挙、八千種土地改良区総代

選挙及び財産区議会議員選挙は無投票となりました。 

統計調査費では、教育統計、工業統計、住宅・土地統計調査をそれぞれ実施し、

経済センサス調査の準備を行っております。 

監査委員費では、監査、審査、検査を効果的に実施するため、年間計画に基づ

き例月出納検査を１２日、決算審査を６日、定期事務監査を１日、延べ１９日間

の検査と審査を行い、随時実地監査も行いました。また、専門機関が開催する監

査業務の研修を受講し、研鑽を深めました。 

議 長 ただいま会計管理者の説明でございますが、しばらく休憩いたします。再開は

１０時５０分といたします。 

 

◇ 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時５０分 

◇ 

 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

会 計 管 理 者 ４ページの民生費から説明をさせていただきます。 

民生費、社会福祉総務費では、民生児童委員の活動補助、社会福祉協議会の活

動補助や事務事業委託、巡回バスの運行委託などを行っております。巡回バスの

利用者数は、地区別では若干の増減はあるものの、ほぼ安定し、年間利用者数１

万５,２０９名となり、高齢者や児童など交通弱者への福祉の充実に努めており

ます。 

社会福祉協議会では、非営利組織としての経営基盤の強化に努めるとともに、

地域活動支援、ボランティア活動支援、５ページの福祉活動啓発支援に努め、介

護人材の確保を目的に、適正な職場環境の条件について検討いたしました。また、

地域福祉計画に基づき、住民にわかりやすい運営に心がけ、行政等と連携して、

事業の実施に努めました。 

障害福祉費では、障害者自立支援法による、障害のある方が必要とするサービ
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スが受けられるよう、障害福祉サービス給付を行い、費用負担でサービス低下が

起きないように、利用者負担の軽減事業を継続し、その他障害者の活動支援の助

成を行いました。 

今年度は障害者自立支援対策の臨時特例補助金を活用し、文化センターのトイ

レにオストメイトの整備を行いました。 

戦没者追悼費では、５月１４日に遺族・来賓２７８名の列席のもと、式典を挙

行いたしました。 

国民年金事務費では、国民年金の制度の正しい理解・周知を図るとともに、社

会保険事務所との協力・連携を密にして、未加入者、未納者の解消に取り組み、

町民一人一人の年金権の確保に努めました。年金記録問題の発生により、年金出

張相談を２回実施し、１０９名の方が受けられました。 

老人福祉費では、高齢者自身が要介護状態にならないよう予防し、自己能力・

経験を生かし、生きがいを持って安心して暮らせるような生活支援を基本として

高年福祉の各事業に取り組んでおります。 

町の高齢化率は２２.３５％で前年度より０.６７％の伸びとなっております。

主な事業として、老人クラブへの活動補助金、介護保険サービスの利用者負担軽

減助成、人生８０年いきいき住宅助成は、２０件の助成を行いました。 

外出支援サービスは４１人が延べ９６４回、通院に利用され、緊急通報システ

ムは１１９人の方々が利用されています。 

地域包括支援センター運営費では、高齢者が安心して暮らすことができるよう、

個々のケースの支援を行いました。あわせて社会福祉協議会に委託し、老人デイ

サービスセンター、なぐさの郷、すみよしの郷に在宅介護支援センターを設置、

身近な相談窓口として、介護や福祉サービスに関する相談、虐待の早期発見、処

遇検討のネットワーク構築や高齢者宅の訪問などに取り組んでおります。 

老人デイサービスセンター管理費では、本年度は屋上防水シートの修理や空調

機の修理を行い、社会福祉協議会が指定管理者として施設の管理運営に努めまし

た。 

医療助成費では、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成し、老人医療以

外の一部負担金については町単独施策として助成をいたしました。 

また、乳幼児等医療助成の対象に継続して小学校６年生まで拡充し、小学校４

年生以上の自己負担分についても町単独施策として助成しました。 

後期高齢者医療費は制度改正により、平成２０年４月から老人保健事業にかわ

り創設されました。主な支出は、兵庫県後期高齢者広域連合に係る運営事務経費

と療養給付費の負担金です。また、特別会計は保険基盤安定負担金、職員人件費

及び事務経費を繰り出しております。 

社会福祉施設費では、入所者が生きがいのある生活が送れるよう、それぞれに

合った処遇と身体状況を考慮した機能回復訓練を行い、心身の維持・向上と自立

に向けた支援を行いました。また、本年度下水道接続工事を行い、施設の維持管

理に努めております。 

老人憩いの家管理費では、老人を初め、住民の心身の健康と世代間や地域間の

交流の場として４万７,０６６人の利用がありました。指定管理者として、株式

会社輝が施設の管理運営に当たっております。 

児童福祉総務費では、児童の健全な育成のため、交通災害遺児並びに障害児に

対して年金の支給、障害者及び母子・父子家庭の就学援助を行いました。 

子ども会育成事業では、健全な精神と身体の向上を目指して、各種団体の協力

を得て球技大会や将棋大会、オセロ大会を開催しました。 
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保育所費では、「自然の中で豊かな心と身体を育てる」を目標に乳幼児期の子

育ての重要性を再認識し、思いやりの心、いたわりの心を育てるよう努めるとと

もに、よい生活環境の中で基本的生活習慣の自立ができるよう養護・援助し、十

分遊び込めるよう保育しました。 

少子化対策及び子育て支援策として、幼稚園児を第１子と数え、第３子以降の

児童の保育料を無料にしました。 

６ページの児童手当費では、次代を担う児童の健全な育成と資質の向上、家庭

生活の安定を目的として小学校６年生までの児童に児童手当を支給しました。 

子育て支援費では、小学校の授業終了後、家庭において保護者の保護を受けら

れない児童の保護と健全育成に努め、延べ３１４人の学童が学童保育園を利用し

ました。 

統合保育所建設費では、幼保一体化施設の福崎幼児園の建設工事と、福崎幼稚

園の職員室を子育て支援センターとして改装しました。 

子育て応援特別手当では、多子世帯の幼児教育期の子育て支援策として支給さ

れる手当で、支給は繰越明許となりました。 

災害救助費は、９月３日の集中豪雨による浸水被害対応経費です。 

衛生費、保健衛生総務費では、乳幼児健診や健康教室、各種の相談、発達障害

児の支援、食育の推進などを行い、乳幼児の発達支援と母親の育児支援に努めま

した。今年度妊婦健康診査の助成は１人当たり７回分、上限２万円の助成を行い

ました。 

予防費では、医療制度の改正により、昨年度までのまちぐるみ健診にかわり、

特定健康診査、特定保健指導を実施しました。予約制を導入し、受診券の発行に

よる健診を行いましたが、申し込み方法が複雑で、制度改正の周知不足により、

がん検診を含め、受診率は低下しました。 

保健センター運営費では、保健サービスの拠点施設として、本年度は運動指導

質の間仕切り工事を行い、環境を整え、安全で事業が開催できるよう施設の維持

管理に努めました。 

環境衛生費では、潤いのある健康で文化的な生活を営むことのできる環境保全

に重点を置き、花苗の配布や生ごみの減量化など、環境美化事業にも取り組みま

した。 

自然保護費では、住民が自然に触れ親しむことができるよう、環境整備に努め

るとともに、自然歩道を歩こう大会を開催し、町内外から９２２名の参加があり

ました。 

し尿処理費は、し尿くみ取りに要する経費と中播衛生施設事務組合への繰出金

です。 

コミュニティプラント運営費は、長目地区のし尿と生活排水を処理する施設の

管理運営費で、年度末の接続率は８５.１％です。平成２１年１月から使用料を

改正し、水道料金と一緒の請求となりました。 

ごみ処理費では、ごみの再利用と排出抑制及びごみのリサイクルを主とした廃

棄物循環型社会の形成を目指し、住民の協力を得て、可燃ごみからプラスチック

容器包装とミックスペーパーの分別を開始し、４種１１分別の回収に取り組みま

した。 

農林水産業費、農業委員会費では、農地法に基づく農地許認可など法令事務を

初め、農地の確保と有効利用等のための農地パトロール活動、遊休・耕作放棄地

の対策を実施し、担い手対策として種々の支援施策の紹介を行いました。委員会

は１２回開催し、処理事務は２２８件、農地パトロールは当番制で１３回実施し
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ました。 

農業総務費では、アケボノ企画との訴訟事件の判決があり、町の残土撤去と損

害金の支払いが確定いたしました。また、農業集落排水事業特別会計への繰出金

及び中播農業共済事務組合の負担金を支出しました。 

農業振興費では、各機関が連携して認定農業者や集落営農組合の育成に努め、

水田営農所得安定対策への加入申請も推進しました。昨年に引き続き、農地水環

境保全・向上対策事業には１８組織が取り組んでおります。 

ファーマーズマーケット旬彩蔵福崎は、販売額、来客数、出荷者数が増加し、

地産池消の拠点として地域農業の振興に大きな役割を果たしました。また、道の

駅につきましては、市場調査を行いました。 

農業構造改善施設運営費では、春日ふれあい会館と春日山キャンプ場等におい

て豊かな自然を活用し、人と自然との出会いの場として利用していただいており

ますが、春日山キャンプ場は老朽化が進み、利用者数は横ばい状態でございます。 

農業公害対策費では、市川流域のカドミウム汚染について、山崎、八反田両地

区で観測調査を行いましたが、２地点とも基準値以下でございました。農業用水

路の水質については、町内１８カ所で水質監視を行いました。 

生産調整推進対策費では、前年度に引き続き、需要に見合った米の生産数量を

調整する方式などにより、生産調整を推進し、目標面積に対して９７.７％の達

成率となりました。また、もちむぎを学校給食で使用し、転作作物の消費拡大を

図りました。 

農地費では、農業基盤整備事業の補助、県営ため池等整備事業の高橋尾池、北

野、北浦谷奥池及び西光寺の用水施設の調査の負担金、田口地区のほ場整備事業、

千束水路及び南田原用水路水門整備工事費などを支出しました。 

国土調査費では、本年度から高岡地区の山林の一部で地籍調査に着手いたしま

した。 

林業総務費では、公益性の高い松林を守るため、松くい虫航空防除事業、松く

い虫伐倒駆除事業を実施しました。また、森林の有する多面的機能の持続を図る

施業を支援する森林整備地域活動支援事業、アライグマ、ヌートリア被害防止の

ための特定外来生物被害対策事業等を実施しました。 

林業振興費では、公益的機能が低下している１６年生から４５年生のスギ、ヒ

ノキの人工林間伐や小滝林道の管理を行いました。 

商工費、商工総務費では、企業誘致で福崎工業団地に１社、福崎企業団地に１

社の進出が決定しました。年度末の操業状況は、福崎工業団地２６社、福崎企業

団地１１社、福崎町東部工業団地７社の計４４社です。 

商工業振興費では、地元商業の活性化を図るため、町の補助金により福崎町商

工会が５,５００万円のなっ得商品券を継続発行し、町内商工業者の活性化と消

費拡大を図りました。新規事業としては、民俗学ともちむぎパスタのまちづくり

に取り組み、「旅の学校フォークロアン講座」を開催しました。また、町内業者

育成のため、産業活性化緊急支援事業の補助件数は７６件、中小企業振興資金貸

付制度の貸し付け実績は１０件でした。なお、もちむぎ食品センターを再建する

ため１億１,５９２万３,６８７円の無利子貸し付けを行いました。 

公害対策費では、生活環境や自然環境の推移を監視するため、主要河川の水質

調査や大気環境測定、自動車騒音測定を実施しました。新たに中塚製作所、中山

合金鋳造所、河鹿電機との公害防止協定を締結しました。 

消費者行政費では、生活の情報化、サービス化とともに多様化してきた消費生

活の中で、環境問題や契約、取引の適正化に関する問題などに取り組みました。
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消費生活相談は３３０件で、前年とほぼ同数でございますが、電子商取引に関す

るものなどの内容は複雑化しており、これらについて適正かつ迅速な処理を行い、

消費者被害の未然防止、拡大防止に努め、消費者への正しい情報提供や商品知識

の普及など啓発活動を行いました。 

企業会館運営費では、指定管理者の福崎工業団地協議会に管理運営を委託し、

地域産業の振興と地域社会の発展に寄与する施設として利用されています。 

土木費です。道路橋梁総務費では、公共事業に係る用地測量及び不動産鑑定業

務など１２件を行いました。 

道路改修費では、道路の改修、維持補修や道路清掃など５７件の工事と２筆の

用地購入などを行い、安全・安心の道路維持管理に努めました。 

道路新設改良費では、中島井ノ口線や西光寺玉屋線など７件の改良工事、中島

井ノ口線等、２８筆の用地購入及び７件の物件移転補償をしました。 

８ページの橋梁改修費では、２０カ所の橋梁点検及び月見橋の橋面補修を行い

ました。 

河川改修費では、市川と七種川の清掃・草刈りなどの環境美化と、北川の河川

改修を行いました。 

都市計画総務費では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画

マスタープラン策定を進めました。なお、開発行為は１件でございました。 

まちづくり事業費では、都市計画道路変更に伴う道路データの修正や市街化調

整区域における特別指定区域指定の検討などを行いました。 

公園管理費では、桜池ニュービレッジ公園の整備工事、市川河川公園、イート

パークなどの管理を行いました。 

住宅管理費では、町営住宅の維持管理を行っており、本年度は、田尻及び塚本

団地に火災警報器を設置し、安全・安心に努めております。 

また、住宅家賃の高額滞納者には、法的手段をもって強制執行により、退去１

件、調停１件を行いました。なお、戸数につきましては、老朽化による除去等に

より３戸減による１６９戸になっています。 

消防費、常備消防費では、姫路市に事務委託をし、消防活動を行いました。火

災発生７件、緊急出動は７０６件でございました。 

非常備消防費では、災害から郷土を守るため、新しい知識・技術を習得し、１

本部３２分団６００名体制で消防施設を有効的・効果的に使い、消防活動を行っ

ています。火災警戒出動は１,１３０人、訓練等出動は１,８０８人となっていま

す。 

消防施設費では、大門分団が小型動力ポンプ付普通積載車を、桜分団が小型動

力ポンプ軽四積載車を更新しました。 

防災対策費では、水防・防災合同会議を開催し、より適切な災害対応がとれる

よう、地域防災計画を見直しました。 

教育費、教育委員会費では、会議を１５回開催し、教育上の諸問題について審

議いたしました。 

事務局費では、青少年健全育成講演会、こころ開きあう親の会などを開催しま

した。 

小学校費では、義務教育活動の充実と向上を図るとともに、５年生１９６人が

２班に分かれて５泊６日の日程で自然学校を体験し、家庭を離れた生活を通して

自立心、自主性を養い、心身ともに調和のとれた健全な人間形成の育成に取り組

みました。 

中学校管理費では、中学校における義務教育活動の充実と向上を図るとともに、
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２年生を対象に、地域に学ぶ体験活動、トライやるウィークを実施し、５日間の

社会体験活動を行いました。心の専門家であるスクールカウンセラーが両中学校

に配備され、町の不登校指導員や生活指導補助員と連携を図りながら問題行動の

解決に取り組みました。 

幼稚園費では、就学年齢未満の幼児教育の充実と向上に努めました。 

社会教育総務費では、主な事業として、成人式は新成人１０名による実行委員

会が企画立案し、１９２名が参加して厳粛かつ盛大に行いました。 

第３５回福崎夏まつりは８月９日に町民総おどりと約８５０発の花火を打ち上

げ、真夏の一夜に盛大な花火と総踊りを実施しました。 

福崎秋まつりは、文化センター･エルデホールを主会場として、１１月２日、

３日に実施しました。催し物は文化講演会、公民館クラブ発表会、レクリエーシ

ョン大会ｉｎ中・西播磨などを行いました。 

公民館費では、新しいライフスタイルづくりを支援するとともに、生活の創造

に向け、各種講座、教室の内容充実に努めました。 

芸術文化の向上と発展に貢献し、その活動と功績が顕著な個人や団体に贈る文

化功績賞は６個人、３団体に授与いたしました。 

図書館費では、幅広い年齢層に図書館を楽しんでいただくため、開館３周年記

念事業などを行い、講座や講演会を開催しました。利用状況につきましては、入

館者９万６,７８４人、貸出冊数１８万３,９０２冊でした。 

文化センター管理費では、総合的な文化施設として町民の社会教育、生涯学習

の拠点として重要な役割を果たしています。利用状況は、生活科学センターを含

めて２,１５８件で５万３,７４３人でした。 

エルデホール運営費では、地域の文化振興を進める拠点として人々の文化創

造・交流・活動の場を提供し、意識の高揚を図るため、各種の催しを行いました。

自主講演事業は１３回で、入場者数は３,４６０人でした。全体の利用状況は１,

００７回で５万１,９９９人でした。 

研修センター運営費は、主として八千種地区住民の文化教養の向上、地域社会

の連帯を深めるため、管理運営をしました。利用状況は１,０２２件で１万７,６

０５人でした。 

青少年野外活動センター費では、野外活動を通じて青少年の健全育成を図るよ

う努めました。利用状況は４５７団体、８,５３６人です。 

人権教育振興費では、あらゆる人権にかかわる課題の解決に向け、住民一人一

人が日々の暮らしの中で自らの人権意識を見詰め、自らを啓発していく人権教育

の推進に努めました。学習会などで利用する啓発映画「親愛なるあなたへ」を購

入しました。 

歴史民俗資料館運営費では、建物の保存、公開とともに、郷土神崎郡に関する

資料を収集保存し、一般公開しています。展示活動では、社会教育施設や小・中

学校での巡回展、教育普及活動では、サークル活動や出前講座、連続講座などを

継続させ、郷土の歴史文化向上に努めました。 

文化財保護費では、埋蔵文化財発掘調査を主体として試掘・確認調査を中心に

遺跡の有無と性格を確認しました。また、中島地区において南田原条里遺跡調査

を実施しました。県指定文化財大庄屋三木家住宅は臨時公開と、本年度は保存修

理基本設計をし、次年度以降の保存修理に活かしてまいります。 

保健体育総務費では、社会体育全般の振興と、推進に努めました。スポーツの

振興に大きく寄与された優秀な個人や団体に贈りますスポーツ功績賞は個人１２

人に授与しました。 
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給食運営費では、児童・生徒にバランスのとれた栄養のある食事を提供し、よ

き食生活を身につけさせるなど、教育効果を高めることを目的に給食を実施しま

した。もちむぎを利用したパンや米飯を取り入れてますが、地元野菜の使用量を

増やしました。 

町民グラウンド管理費では、生涯を通して健康で充実した生きがいのある生活

を送るため、生涯スポーツの場として提供しています。利用状況は５７０団体、

１万８,５８８人でした。 

スポーツ公園管理費では、スポーツ参加意識の高まりにより、体力向上、健康

増進を図るとともに、人と人とのコミュニケーションを深める場として提供して

います。利用状況は８７４団体、１万２,１７４人でした。 

学校施設社会開放費では、スポーツの場を広げるため、学校施設の社会開放を

行いました。利用状況は、体育館とグラウンドを合わせまして２,２７３回、６

万７,１４１人でした。 

体育館運営費では、生涯スポーツを中心として各年代層に合ったスポーツを選

択できるよう年間を通じてさまざまな教室、大会を開催しました。利用状況は７,

０３０回で３万２,８０６人でした。 

公債費、長期借入金の返済額につきましては、元金７億９,２５６万１,２９５

円で、このうち昨年度から公債費負担の軽減対策として公的資金補償金免除繰上

償還により、６件合わせまして８,３０４万２,９６３円の繰上償還を行いました。 

一方、本年度借り入れ総額は繰上償還に係る借換債６,２６０万円を含めまし

て６億４,４４１万６,０００円で、年度末現債高は９６億４,０３５万４,９６１

円となりました。利子につきましては、長期債利子１億５,７８３万１,４９７円

と年度内の一時借入金の利子３８万４,９５２円となっています。 

１０ページの予備費につきましては、予算の範囲内で支出しましたので、充用

はございませんでした。 

災害復旧費は、平成２０年９月３日未明の集中豪雨により被災した災害復旧費

で、農地農業用施設災害復旧費では、農地３カ所、農道１カ所の復旧工事を、公

共土木施設災害復旧費では、道路１カ所、河川１カ所の復旧工事を行いました。

１０ページの右側に前年度と今年度の歳出決算額の比較表をお示ししております。 

次に、調定額に対する収入未済額です。調定額に対する収入未済額は２億６,

１２６万４,９０２円でございます。その内訳は町税の２億１,４６３万６,３７

７円から、諸収入の３,７９４万４,１２５円となっております。 

次に、不用額につきましては、全体で８,６６０万５,４０６円で、不用額の１

０万円以上の分につきましては、１７ページ以降にお示しをしております。大き

なものを見ますと、委託料の１,８４８万２,０２４円、繰出金の１,３９２万６,

０７８円などと公債費の２５万４,９８７円となっております。 

次の１１ページにつきましては、項別の歳入決算額をお示ししております。ま

た、１２ページにつきましては、項別の歳出の決算額の状況をお示ししておりま

すので、ご参照願いたいと思います。 

次の１３ページにつきましては、基金積立状況でございます。 

基金全体につきましては、平成２０年度末、２４億５,４６７万４,８００円で、

このうち一般会計につきましては、左側の表で、一番下の２０年度末現在高につ

きましては、１１億４,９９０万１,３５２円となっております。 

以上で議案第５０号の説明を終わらせていただきます。 

次に、議案第５１号の説明をさせていただきます。 

決算書の２８６ページをお願いします。 
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国保会計の実質収支に関する調書でございます。歳入総額１７億３,５３９万

８,７６６円、歳出総額１７億２,８９４万１,９３１円、差引額、実質収支とも

に６４５万６,８３５円で、うち２万円を繰り越しし、残り６４３万６,８３５円

は基金に繰り入れております。 

２８７ページにつきましては、財産に関する調書で、国保財政調整基金の保有

内容を示しております。 

主な事業の内容につきましては資料により説明をさせていただきます。 

出納室資料の１４ページをお開き願います。左側でございます。 

４行目のところから朗読説明させていただきます。 

本年度の国民健康保険財政は、医療保険制度の改正による保険者負担増、経済

低迷による保険税の減、加えて保険給付費の伸びなどにより運営は厳しい状況に

置かれています。国民健康保険税は、平成２０年４月から長寿医療制度が創設さ

れたことに伴い、後期高齢者支援金分が新設され、賦課区分は医療分、後期高齢

者支援金分、介護納付金分となりました。また、賦課限度額につきましては、医

療分が４７万円、後期高齢者支援金分が１２万円に改正し、介護納付金分は現行

どおり９万円となっています。 

国民健康保険事業で見ますと、医療費の対前年度比伸び率は０.２４％の減と

なりました。介護納付金の対前年度比伸び率は、１人当たりの負担額が０.３％

増の、平成１８年度の精算額を含め９.５％の減で拠出し、老人保健拠出金につ

きましては、平成１４年度からの公費負担割合の改正により、本年度概算分と平

成１８年度の精算分合わせまして９３.８％の減となりました。 

保健事業につきましては、４０歳から７４歳の被保険者を対象に、メタボリッ

クシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を実施しました。本年度

の特定健康診査の受診者数は集団健診が９２９人、個別健診１５５人、計１,０

８４人で、受診率は３０.５％、特定保健指導者数は２５人で、実施率は２８.

１％でした。 

福崎秋まつりの併設事業として「健康福祉のワンデーコーナー」を設け、体成

分測定や歯の健康づくりに視点を置いた生活習慣病予防を目的とした啓発活動を

行ったほか、人間ドック、脳検査、疾病予防の健康づくり事業を実施いたしまし

た。 

平均被保険者数は５,０５８人で、うち５７４人が退職者医療給付対象者です。

保険給付の状況につきましては、以下のとおりでございます。 

次に、議案第５２号について説明をいたします。 

決算書の３０８ページをお開き願います。 

老健会計の実質収支に関する調書でございます。 

歳入総額１億８,７１３万９,４８１円、歳出総額１億８,６０３万２,９８８円、

差引額、実質収支額ともに１１０万６,４９３円でございます。 

主な事業の内容につきましては、出納室資料１４ページで説明をさせていただ

きます。下から６行目、平成２０年４月から老人保健法が改正され、長寿医療制

度が創設されました。この医療制度施行により、老人保健に係る医療費は平成２

０年３月診療及び過誤による月遅れの請求診療分となりました。 

対象者数は、２０年３月末で２,２３９人、医療費は１億５,０６１万９,０７

０円です。なお、この会計は規定により、平成２２年までの設置となります。 

以上で、議案第５２号について説明を終わります。 

次に、議案第５３号について説明をさせていただきます。 

決算書３３０ページをお開き願います。 
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後期高齢者医療会計の実質収支に関する調書でございます。 

歳入総額１億９,４７０万４,３１６円、歳出総額１億９,１９６万１,２５６円、

差引額、実質収支額ともに２７４万３,０６０円で、主な内容につきましては、

出納室資料の１５ページで説明をさせていただきます。 

１５ページの左側の上から３行目からでございます。 

平成２０年４月から老人保健制度にかわりまして国民皆保険制度を将来にわた

り持続可能なものとするため、負担能力を勘案しつつ、現役世代と高齢者でとも

に支え合う長寿医療制度が創設されました。この制度は、７５歳以上の方及び６

５歳以上７５歳未満で一定の障害のある方の医療給付等に関する業務を県内全市

町が加入します兵庫県後期高齢者医療広域連合において被保険者一人一人が保険

料を納める独立した医療保険制度です。 

制度施行時の被保険者数は２,２５４人で、町はこの広域連合が定めました保

険料を徴収し、所得の低い方の保険料軽減分に係る保険基盤安定負担金と合わせ

て広域連合に納付します。 

また、保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収があり、保険料率は一部の地

域を除き、県内は均一で、平成２０年度から２年間、均等割は４万３,９２４円、

所得割は８.０７％、賦課限度額は５０万円となっています。 

本年度は保険料について、軽減に係る経過措置が講じられました。歳入は、保

険料と一般会計からの繰入金等で、繰入金は人件費や事務費、保険基盤の安定負

担金でございます。 

支出は、人件費のほか、事務費等の経費、後期高齢者広域連合納付金で、保険

料と保険基盤安定納付金を納付いたしました。 

次に、議案第５４号について説明をいたします。 

決算書の３６８ページをお開き願います。 

介護保険会計の実質収支に関する調書でございます。 

歳入総額１０億７,７６７万６,１０１円、歳出総額１０億６,７２２万２,１１

２円、差引額、実質収支額ともに１,０４５万３,９８９円で、うち２万円を繰越

金として、残り１,０４３万３,９８９円は基金に繰り入れをいたします。 

次の３６９ページは、財産に関する調書で、二つの基金の保有内容をお示しし

ております。 

主な事業内容につきましては、出納室資料１５ページの右側で説明をさせてい

ただきます。上から５行目からでございます。 

介護保険制度は９年が経過し、要介護者を社会的に支える仕組みとして定着を

してきましたが、一方で、介護給付費の増大により、制度の持続可能性等が問題

となっています。 

新事業体系に移行し、全国的には訪問介護や介護医療型医療施設等の給付費が

大きく減少する中、通所系サービス、訪問リハビリテーションは堅調な伸びを示

し、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護の給付も大きく伸びてい

ます。 

福崎町では、通所介護、訪問介護が順調に伸び、グループホームや認知症対応

型通所介護の伸びはやや減少、また施設サービスについても減少傾向でございま

す。 

介護予防の拠点として地域包括支援センターが活動し、一般高齢者への介護予

防啓発や、生活機能の低下が見られる特定高齢者への介護予防事業の提供、要介

護者のケアマネジャー支援と、継続的・包括的なケアマネジメントを行うととも

に、高齢者の総合相談や権利擁護にあたりました。 
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神崎郡の介護認定審査会を１３４回開催し、２,５２１件の審査・判定を行い、

福崎町分としては９３４件でございました。 

次に、議案第５５号について説明をいたします。決算書の３９４ページをお開

き願います。農集会計の実質収支に関する調書でございます。 

歳入総額、歳出総額ともに同額の２億６,６９９万９,７９８円で、差引額、実

質収支ともにゼロ円でございます。 

右の３９５ページには財産に関する調書で、公有財産及び基金の保有内容をお

示ししております。 

主な内容につきましては、出納室資料１６ページで朗読説明させていただきま

す。１６ページをお開き願います。３行目からでございます。 

最初の処理施設となります板坂地区で平成６年度に供用開始以降、鍛冶屋地区、

余田地区、大貫地区、田口地区、八千種地区とそれぞれ供用を開始しました。ま

た、個別排水処理事業として亀坪地区で平成１０年度に供用を開始しています。 

これらの施設の町内の集合処理による汚水衛生処理率は向上しております。ま

た、宅内排水設備工事も進み、接続率は年度末現在で９１.３％になっています。

今後も未接続者に対し、本事業への理解を求め、接続率向上に努めてまいります。 

田口地区の下水道台帳の整備、また、下水道管路の清掃とカメラによる点検を

鍛冶屋地区で実施いたしました。 

本年度は下水道使用料の改正を行い、平成２１年１月から、これまでの定額制

から従量制の使用料体系へ移行しました。 

次に、議案第５６号につきまして説明をいたします。決算書の４２４ページを

お開き願います。公共下水道事業会計の実質収支に関する調書でございます。 

歳入総額２３億８,０４２万５,７７３円、歳出総額２３億５,０１２万５,７７

３円、差引額は３,０３０万円で、全額を繰越明許費として繰り越ししますので、

実質収支額はゼロでございます。 

右のページにつきましては、財産に関する調書で、公有財産及び基金の保有内

容をお示ししております。 

主な内容につきましては、出納室資料の１６ページ右側で朗読説明をいたしま

す。４行目からでございます。 

施設整備が完了しました井ノ口、北野、大門、加治谷、山崎、福田及び桜地区

において、順次公共下水道の供用を開始いたしました。平成２０年度末現在の供

用開始済み面積は約３５０ｈａとなり、住民人口での整備率は８０.４％となり

ました。年度末の公共下水道対象人口は１万２,０９４人、水洗化人口は６,２９

０人となり、水洗化率は５２％となっています。 

また、本年度の整備予定地域となっていた大門、加治谷、山崎及び桜地区の一

部を対象に下水道事業受益者負担金を、近畿医療福祉大学用地及び福崎工業団地

河鹿電機用地へ下水道事業の分担金を賦課しました。 

福崎浄化センターでは、第２期工事のうち水処理棟第２系列流入ポンプ棟及び

自家発電機棟の機械電気設備工事が１２月に完了し、水処理１系列から２系列で

の運転へ移行しました。また、芝生の植栽、敷地境界のフェンスの設置、駐車場、

通路の舗装など、場内整備も行っております。 

雨水整備事業として、長目雨水幹線とヤゴ雨水幹線の一部について完了しまし

た。 

今後も、施設の適正な管理運営に努めるとともに、下水道施設の整備を進め、

供用開始及び排水区域の拡大を推進してまいります。 

未接続者に対しまして、本事業の理解を求め、接続率の向上に努めます。 
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以上、７議案について一括朗読説明をさせていただきました。よろしくご審議

賜り、認定いただきますようお願いいたします。 

議 長 以上をもって、会計管理者からの福崎町一般会計を初め、各特別会計の平成２

０年度歳入歳出決算認定７件についての説明が終わりました。 

この決算につきましては、先般、監査委員による決算審査が行われ、その意見

書が提出されておりますので、事務局から朗読をして、その後、代表監査委員か

ら補足説明を受けてまいります。 

それでは、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、城谷代表監査委員から補足説明を求めてまいります。 

代表監査委員 それでは、補足説明をさせていただきます。 

決算審査は、福永委員とともに実施をさせていただきました。 

第１に、一般会計でございますが、総説で財政の推移でありますが、我が国の

経済状況は米国発の金融危機に端を発した世界的な大不況の影響により、企業業

績不振と雇用・所得情勢悪化などから、戦後最大の景気後退を経験することにな

りました。 

このような中にあって、町たばこ税は減少したものの、個人町民税、法人町民

税、固定資産税、軽自動車税は前年を上回り、町税は微増とはいえ１０１.５％

を確保されました。 

福崎町の平成２０年度一般会計の決算額は、歳入総額７０億４,２８６万７,５

５６円、前年度比１０６.７％、歳出総額６８億９,２４５万４,５９４円、前年

度対比１０７.１％と歳入歳出とも増加しております。 

歳入総額では前年度比４億４,１８８万８,０２０円の増となっております。増

加した主な内容は、歳入総額の４８.２％を占める町税が４,８８７万４,４８７

円の増、地方特例交付金１,６６３万３,０００円の増、地方交付税は公債費算入

の基準財政需要額の増加により、１億１２６万８,０００円の増、国庫支出金４,

０８２万５２６円の増、財産収入は旧給食センター用地の水道事業への売却など

により１,８７０万８,３４９円の増。町債１億４,１２６万４,０００円の増であ

ります。 

一方、減少した主な内容として、地方譲与税は、景気の低迷により４０６万９,

０００円の減、配当割交付金は８５７万９,０００円の減、地方消費税交付金１,

１８８万５,０００円の減、繰越金４,４０１万６,２６０円の減などであります。 

財政収支の状況でございます。平成２０年度の一般会計決算の状況は、歳入総

額７０億４,２８６万７,５５６円、歳出総額が６８億９,２４５万４,５９４円で

歳入歳出差引額１億５,０４１万２,９６２円となり、そのうち２,２００万円は

繰越明許費に係るものであり、実質収支額は１億２,８４１万２,９６２円となっ

ております。 

別表１に示しておりますように、黒字、赤字各要素を考慮した実質単年度収支

額は５年連続の赤字が続いており、本年は７,１１５万１,８４８円の赤字となっ

ております。ついては、単年度収支額の黒字に向けた最善の努力をしていただき

たいと思います。 

その他財政の指数は標準財政規模４７億５,６３４万６,０００円、財政力指数

０.８３７で良好と判断できます。公債費比率１３.９％であり、若干悪化してお

ります。 

経常収支比率８８.９％であり、一般的には７０～８０％に分布するのが好ま

しいと言われている基準を上回っております。これからは、さらに厳しい財政運
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営を強いられると考えられますので、財政の硬直化に留意するとともに、諸事情

を念頭に置き、一層の健全財政に取り組んでいただきたい。 

なお、地方債残高も一般会計で９６億４,０３５万４,９６１円、特別会計の１

０４億１,１５９万５,６５５円を含めると、総額で２００億５,１９５万６１６

円と、２００億円の大台を突破するという状況になっております。既に計画され

ている事業を進めていくと、さらに増加する傾向にあります。 

現状では財政は健全であるが、健全なときにこそ将来を踏まえた運営に留意し

ていただきたい。 

関連して、地方公共団体財政健全化指標の判断比率は、別に記載しております

が、報告のあったとおりでございまして基準内におさまっております。私たちの

意見を付しておりますので、一読をお願い申し上げたいと思います。 

財政運営の状況でございますが、平成２０年度一般会計の予算及び決算状況か

ら見て、歳入比率は調定で９６.１％、前年度比９５.８％で、前年度から見ます

と、微増傾向にあります。なお、本年度の町税不納欠損額は２,３２１万３,９８

２円で、前年度の１,９１２万７,７７０円と比して４０８万６,２１２円増加し

ております。 

歳出につきましては、不用額が８,６６４万５,４０６円となっており、その主

たる科目が総務費１,４７０万３,５９７円、民生費２,４４９万４,１９２円、衛

生費７２８万２,０８３円、農林水産業費は９２４万７５３円、土木費９９２万

２,２６２円、教育費８３１万５,２８８円等であります。 

また、性質別の歳出は別表に示したとおり、投資的経費比率は１０.６％で前

年度８％から２.６％増加しております。義務的性格の強い経費である人件費、

扶助費、公債費の歳出に占める比率は４２.３％で昨年度より１.７％減少してい

る。また、積立金はほぼ同率の０.１％であります。経常的な経費が全体の７２.

８％を占めており、財政が厳しくなるが、運営の硬直化に留意し、町の規模に見

合った投資計画と義務的経費の抑制など、経費節減に努力していただきたい。 

各節の歳入についてでございますが、町税収入は、前年度比１.５％、金額に

して４,８８７万４,４８７円の増額となっております。税外収入は前年度比１２.

１％、金額にして３億９,３０１万３,５３３円の増額となっております。 

なお、町税収入未済額は２億１,４６３万６,３７７円で前年度比９６.２％、

金額にして８５０万４,０８８円の減少、使用料及び手数料の収入未済額は８６

８万４,４００円で、昨年度より１０万４,０００円の増、諸収入の収入未済額は

３,７９４万４,１２５円で、昨年度より９１万３,３３６円の減となっている。 

一般会計の収入未済額は２億６,１２６万４,９０２円、特にここで触れますが、

特別会計の収入未済額が合計１億７,００６万１,３８０円で、一般会計と特別会

計の収入未済額の総額は水道事業を含めると４億３,１３２万６,２８２円となっ

ております。 

納税、その他の負担の公平を期する必要から、収入未済額の徴収状況を関連部

署に確認をいたしました。訪問記録カードを確認すると、その努力の跡は見られ

ます。さらに各部署の訪問記録カードの統一も考慮していただいて、滞納整理対

策委員会のもと、工夫を加えることで、その効果を発揮され、成果を期待いたし

ます。 

関連して、決算報告書の記載において滞納額が記載された項目と、未記入の項

目がありますので、書式を統一されてはいかがかと思います。 

歳出の各費目についての詳細は決算審査資料のとおりでありますが、重複する

部分も多いために、実際に審査した内容に重点をおいて下記に記載いたします。 
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各費目について、使途並びに支出状況等について、会計管理者、企画財政課長、

関係課長に説明を求めていきました。 

議会費でありますが、財政が厳しくなる中で、議員活動は極めて活発に付託案

件の審査、その他の事務調査等に取り組まれております。当町は健全財政であり

ますが、健全財政であり続けるためには、行政改革のさらなる推進と健全化に向

けた審査を期待いたします。 

総務費でございます。新たな集中改革プランが効果的な行政運営につながるよ

う、英知を出してください。なお、いたずらに人員削減をもってすることなく、

職員の意欲向上と研修の充実に向けた施策も大切であると考えますので、夢のあ

るプランになることを希望します。 

派遣職員について、財政支援並びに人的支援をされているが、人的支援の改善

をされてはと思いますので、検討方よろしくお願いします。 

新地方公会計制度改革の実施に当たりまして、財務書類４表の早期作成と公開

に向けた努力をしていただきたい。大変決算で忙しい時期でありますが、この４

表、いろんな固定資産等の評価の見直し等を公表することになっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

民生費でありますが、巡回バス運行委託事業は、利用者数もほぼ安定し、年間

利用者数１万５,２０９名となっております。開始後１０年が既に経過している

ので、交通弱者対策として、よりよい運行方法で、効果的な手段がほかにないか、

ぼちぼち検討を進めていただいたらどうかということでございます。 

高齢化率が２２.３５％と前年より０.６７％高まり、ひとり暮らし高齢者世帯

が増加傾向にあります。高齢者が要介護状態にならないよう、あらゆる生活支援

を基本として各事業が行われております。特に、当町の充実してきた地域支援事

業、いきいきデイサービス等、さらなる推進に努力していただきたい。 

社会福祉協議会、その他関係機関と連携を密にして福祉サービスの提供に努め

ていただきたい。 

福崎幼児園が建設されましたが、その他の地区においても建物が老朽化してい

る地区から順次建設を進められ、公平な保育、教育体制をとられることを要望い

たします。 

衛生費であります。中播衛生施設事務組合の施設は、共同で運営されておりま

す。施設も古くなり、その更新を含め、将来の運営のあり方について検討を要請

してきましたが、運営上の経費負担が不利にならないように、さらに努力を続け

られたい。 

集団健診の受診者数が、制度改正でその趣旨が不徹底であったとはいえ、大き

く減少したことは残念なことであります。長年実施してきたこの制度を生かし、

受診率の向上策を検討していただきたい。 

公共下水道事業と水道事業は、一体的な仕事となっておりますので、これらを

一体管理した方が効率いいのではないかということで、一つ提案をいたします。 

農林水産業費、アケボノ企画の判決の件を反省し、このこととは直接関係はあ

りませんが、農業委員会の一時転用届、地目変更届等の承認後の期日到来後に現

地確認作業を実施されるよう要望いたしました。 

春日山の農業構造改善施設は利用率の低下、老朽化等からその役割は薄くなっ

たのではないかと考えられますので、費用対効果から見て施設運営の検討の余地

はないか、検討をしていただきたい。 

商工費でございます。もちむぎ食品センターへ無利子貸し付けされ、その後の

経営状況はどうか。常に経営に留意し、計画どおりの利益が確保されているか監
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視されたい。 

生活科学センター関係では、消費生活相談が３３３件と減少している。しかし、

内容が電子商取引に関するものや、高度な手口の振り込め詐欺など、複雑化して

おります。いつでも、だれでも相談できる体制の充実を期待いたします。 

土木費であります。工事改修の入札関係、契約書、工事書類、図面等のチェッ

クを行いました。 

福崎町都市計画マスタープランを作成中とのことでありますが、快適で住みよ

いまちづくりを完成させていただくよう、お願い申し上げます。 

消防費であります。このたびの台風９号に伴う集中豪雨で被害を受けた佐用町

の被災地へ毛布、保存水を寄附されましたが、早急に備蓄倉庫にそれらを補充し

ていただきたいということでございます。 

教育費でありますが、吉識雅夫科学賞が創設されておりますが、当町の二大偉

人である柳田國男文学賞も並行して創設されてはいかがかと思いましたので、掲

げました。 

エルデホールの利用がメインホールを除き減少しているようでありますので、

改修時には用途変更等も考えてみる必要がないか、検討をされてはどうかという

ことでございます。 

公債費でございますが、平成２０年度末現在高が９６億４,０３５万４,９６１

円となり、その長期借入金利子は１億５,７８３万１,４９７円となっております。

国の政策とも関連いたしますが、節度ある財務計画、財政運営に努めていただき

たい。 

予備費はございません。 

災害復旧費でありますが、２０年９月２日から３日にかけての集中豪雨により、

被災した農地、農用地施設の復旧工事が行われておりました。 

特別会計でございます。 

国民健康保険事業特別会計、国民健康保険財政は医療保険制度改正に伴う保険

者の負担増、長引く経済の低迷による保険税の減、加えて保険給付費の伸びによ

り、経営は厳しい状況に置かれております。平成２０年度の療養給付費は１０億

５,８０８万１,３７８円となり、１人当たりでは２１万５,４５１円の給付額と

なっております。 

また、保険税年額は、被保険者１人当たり８万９,３４９円となっております。

本年度は国民健康保険税の不納欠損額を６４３万５,４９２円計上し、収入未済

額は１億４,５７７万４,５９１円となっております。 

老人保健事業特別会計でありますが、この制度は老人保健法が改正され、後期

高齢者医療制度が創設され、この会計は規定により平成２２年度までの設置とな

っておりますが、適正に処理をされております。 

後期高齢者医療事業特別会計でありますが、平成２０年４月から老人保健制度

にかわり国民皆保険制度を将来にわたり、持続可能なものとするために創設され

た保険制度であります。この制度は７５歳以上及び６５歳以上７５歳未満で一定

以上の障害がある方が対象で、平成２０年４月１日の被保険者数は２ ,２５４人

です。歳入総額１億９,４７０万４,３１６円、歳出総額１億９,１９６万１,２５

６円で、歳入歳出差引額２７４万３,０６０円となっております。 

介護保険事業特別会計、要介護者を社会的に支える仕組みとして９年が経過し、

着実に浸透・定着してきております。今後ますます高齢者が増加し、介護を必要

とする高齢者が急増してきます。 

一方で、介護給付費の増大により、このままの制度の持続には厳しさがあるよ
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うであります。健康を維持するための介護予防が何より大切になってきますので、

さらに高齢者の生きがい事業に力を入れていただきたい。 

農業集落排水事業特別会計でありますが、接続率の向上に努力され、町全体で

９１.３％となっておりますが、さらに接続率の引き上げに努力されたい。 

公共下水道事業特別会計でございますが、福崎浄化センターは水処理施設第２

系列及び流入ポンプ棟の機械電気設備工事が完了し、２系列による運転が開始さ

れております。また、井ノ口、北野、大門、加治谷、福田、桜及び山崎地区の一

部において、順次公共下水道の供用が開始されておりますが、受益戸数は４,０

６３戸、接続戸数１,９０７戸で接続率４６.９％であります。今後も接続率の向

上に最善の努力をしていただきたい。なお、収入未済額は８２０万５,８１０円

となっている。 

基金の運用でございますが、用品調達基金の運用状況につきましては、年度末

の棚卸について、その確認を監査事務局に行っていただきました。 

土地開発基金の運用状況でありますが、基金総額は７億５００万円、土地所有

総額は４億２,０４６万７,０４８円で、基金残額２億８,４５３万２,９５２円と

なっております。先行取得された土地はそれぞれ目標・計画がありますので、点

検の上、計画に沿った活用に努めていただきたい。 

母子家庭の貸付基金の運用についてでありますが、貸付残高が７,０００円と

なっております。この基金は、近年新たな貸し付けがないようであり、兵庫県の

母子貸付事業や他の事業もあり、その役割や必要性を考慮の上、事業継続につい

て検討されてはいかがかという提案であります。 

財産区決算でありますが、福崎財産区会計歳入歳出決算、田原財産区会計歳入

歳出決算及び八千種財産区会計歳入歳出決算について説明を受けました。内容に

ついて、問題はございませんでした。 

その他、決算審査現地視察として、各現地視察を行いましたので、掲げてある

とおりでございます。 

補足説明は以上でございます。限られた時間で調査不足もあり、内容において

も不十分な表現があると思いますが、お許しをいただきたいと存じます。 

よろしくご審議をいただきまして、ご承認いただきますようお願い申し上げま

して監査意見にさせていただきます。どうもありがとうございました。 

議 長 ありがとうございました。 

しばらく休憩いたします。再開は１３時といたします。 

 

◇ 

休憩 午後０時０３分 

再開 午後１時００分 

◇ 

 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次は、議案第５７号、福崎町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、

事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 議長朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長か

ら求めます。 

健康福祉課長 議案第５７号、福崎町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明

申し上げます。 
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その前に申しわけございませんが、資料の訂正をお願いいたします。健康福祉

課資料２ページをお開きください。 

運営協議会の諮問と答申の２カ所ですが、どちらも下から２行目の第１０条の

規定の運用についてとしておりますが、運用ではなく、適用の誤りです。申しわ

けございませんが、運用を適用に修正をお願いいたします。 

それでは、今回の改正は、平成２１年５月２２日に健康保険法施行令の一部を

改正する政令が交付され、平成２１年１０月１日から施行されることに伴い、条

例の一部を改正するものです。 

改正の内容は、出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産で

きるようにするため、出産育児一時金等の支給額を本年１０月１日から平成２３

年３月３１日までの出産について、暫定措置として４万円引き上げるものです。 

また、被保険者が窓口で出産費用をできるだけ現金で払わずに済むようにする

ことを目的として、保険者が「医療機関への直接支払制度」を実施するものです。 

それでは、条例の一部改正についてご説明いたします。 

健康福祉課資料１ページの新旧対照表をご覧ください。 

平成２１年１０月から平成２３年３月までの経過措置のため、附則に新たに条

文を追加するものです。 

被保険者が平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間に出産し

たときに支給する出産育児一時金について、本則第１０条第１項で規定していま

す３５万円を４万円引き上げて、３９万円に改正するものです。 

第１０条ただし書きで規定しております産科医療保障制度に加入する分娩機関

で分娩した場合は、３９万円に３万円を加算し、４２万円を支給します。 

兵庫県内の分娩機関の産科医療保障制度加入数は１３６で、加入率は９７ .

１％となっております。この条例は、平成２１年１０月１日から施行するもので

す。 

増額となります４万円の財源内訳は、国庫補助２分の１で２万円、残りの２万

円の３分の２は一般会計からの繰入金、２万円の３分の１は保険料で賄います。 

増額に要する費用は、最終の補正予算で精査しますので、よろしくお願いをい

たします。 

なお、一時金の増額は平成２３年４月１日までの暫定措置ですが、国では、以

降の出産育児一時金制度について引き続き検討を行い、検討結果に基づき、所要

の措置を講ずることが予定されています。 

次に、資料３ページをご覧ください。直接支払い制度の事務フロー概要です。 

この制度は、１０月１日から実施されます。被保険者が産科医療保障制度に加

入する病院での出産費用の場合は、４２万円までは病院に直接支払わなくて済む

制度です。費用が４２万円を超える場合は、退院時にその差額だけを支払います。 

また、出産費用が４２万円未満の場合は、保険者がその差額を被保険者に給付

します。制度の仕組みはフロー概要のとおりです。保険者の福崎町と支払い機関

の国保連合会が支払い事務の委託契約を締結します。事務委託料の単価は、全国

一律で１件２１０円です。 

①番で被保険者が入院時にこの制度を希望し、出産した場合、④番で病院は４

２万円を上限として国保連合会に請求します。国保連合会は請求明細の確認を行

い、⑤番で福崎町に出産費用を請求し、⑥番で福崎町は国保連合会に費用を支払

い、⑦番で病院に支払われるものです。 

なお、この制度が１０月から実施されることにより、現行の医療機関を受け取

り代理人として、保険者が医療機関へ支払う受け取り代理制度は本年９月３０日
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をもって原則廃止されます。 

以上で説明を終わります。ご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

議 長 次に、議案第５８号、町営住宅の明渡し等に関する訴えの提起等について、事

務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

住民生活課長 議案第５８号、町営住宅の明渡し等に関する訴えの提起等について、ご説明を

いたします。 

福崎町○○○○○○○、町営馬田団地○○○号、○○○○さんは、町営馬田団

地の家賃等を長期にわたり滞納し、再三にわたる督促及び催促にも一切応じず、

平成２１年８月５日に内容証明付配達郵便で８月末までに全額納付されない場合

は、住宅の契約解除と家賃等の支払い、明渡しを求める訴えを神戸地方裁判所姫

路支部へ訴訟を起こす内容の催告書を送付いたしましたが、何の返事も、連絡も

ないため、納付意思がないと判断し、町営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを

求める訴えを神戸地方裁判所姫路支部に提起するものです。 

なお、滞納家賃の等の中には、水道料金と学校給食費を含んでおります。 

住民生活課資料１ページをご参照ください。 

滞納者は、平成２１年７月末現在で住宅使用料８３万３,０００円、水道料金

２万１,０１０円、学校給食費３万５,１００円で、合わせて８８万９,１１０円

の滞納額となっております。 

住民生活課資料２ページには、明渡し請求訴訟についての説明と、その流れに

ついての資料を添付しておりますのでご参照ください。 

この議案は、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき、議会の議決

をお願いするものです。ご審議を賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

議 長 次に、議案第５９号、平成２１年度福崎町一般会計補正予算（第２号）につい

て、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

企画財政課長 失礼をいたします。 

議案第５９号についてご説明申し上げます。 

平成２１年度福崎町一般会計補正予算（第２号）は、既定の歳入歳出予算の総

額に１億９,８１０万円を追加しまして、補正後の予算額を７０億４,２８０万円

とするものす。詳細につきましては事項別明細書に沿って説明させていただきま

すが、主な内容は、国の経済危機対策に伴う事業としましては、地域活性化・経

済危機対策臨時交付金充当事業で４,１５１万円、その他の経済危機対策事業で

３,０４４万８,０００円の合計７,１９５万８,０００円を計上しております。 

また、８月１日深夜から２日未明にかけての集中豪雨による災害関連経費とし

ましては、被害を受けた道路や農業施設、農地等の復旧事業並びに床下浸水等の

被害に遭われた世帯への扶助などで１,５１２万８,０００円を計上しております。 

これらの経費につきましては、企画財政課資料１４ページから１５ページに取

りまとめをしておりますのでお目通しください。 

その他の主な経費は税還付金や道路改良事業などであります。 
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それでは、歳入歳出予算につきまして、事項別明細書でご説明申し上げます。 

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略） 

企画財政課長 以上が、議案第５９号の説明でございます。よろしくご審議を賜り、ご賛同い

ただきますようお願い申し上げます。 

議 長 次に、議案第６０号、平成２１年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

健康福祉課長 議案第６０号、福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてご説

明申し上げます。 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２８万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を１０億９,１９８万円とするものです。 

補正の内容は、平成２０年度の介護サービス給付費の確定により、ルールに基

づき国庫支出金、県支出金、支払基金交付金の交付額が決定いたしましたので、

既に交付されています交付金を精算し、返還金が生じたための補正であります。 

第１表、歳入歳出予算につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます。 

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略） 

健康福祉課長 なお、健康福祉課資料１５ページの中ほどに国庫負担金等収支の資料をお示し

しておりますので、ご参照ください。 

以上、ご審議を賜り、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

議 長 次に、議案第６１号、工事請負契約について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 議案第６１号、工事請負契約について、ご説明申し上げます。 

この工事は、平成２１年８月２５日に一般競争入札に付し、契約を締結するた

め、規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

議案の内容は事務局朗読のとおりでございます。 

それでは、議案第６１号についてご説明申し上げます。 

下水道課資料４ページをお願いいたします。 

４ページには、入札の結果を示しておりますのでご覧ください。 

工事名は川すそ雨水幹線渠工事（その３）、契約金額は１億１,０３５万５,０

００円、落札者は藤澤工業株式会社です。 

なお、工期は開札結果の最下段にありますとおり、平成２２年３月２５日まで

としております。 

下水道課資料５ページに工事の位置図を示しております。 

川すそ雨水幹線の事業認可区域５６０メートルと中播衛生センターの南側に太

い実線で示した部分が今回の工事箇所です。 

既に完成している区間２１３.５メートル.及び未改修区間１５４.５メートル

等をあわせて表示しております。 

施工延長は、最下流部の香福橋南側で市川左岸の合流部から上流は船津井堰を

挟んで、既に改修済みのところまでの区間１９２メートルでございます。 

資料５ページに川すそ雨水幹線渠工事（その３）の全体平面図と標準断面図を

示しております。 

また、右上には工事の概要を示しておりますのでご覧ください。 
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Ｕ型水路溝の断面は、水路上端幅５.１２メートル、河床幅は３.８メートルで

深さは２.２メートル、鉄筋コンクリート造の現場打ちの構造で、延長は井堰上

流部６９メートルと下流部１０４.９メートル、合計１７３.９メートルとなって

います。 

水路の合流部８.１メートルと井堰を含む町道７０５号線下部とは、鉄筋コン

クリート現場打ちのボックスカルバート５.１２メートル×２.８メートル及び２.

１メートル×１.０メートルで、延長は１０メートルです。 

右岸側の井堰上流部には、幅４メートルの管理道路を、下流部には２メートル

の、また左岸には２メートルの管理用通路を整備します。 

資料７ページには、船津井郷の井堰平面図及び断面図です。西田原の一部及び

南田原地域の排水が集まる最下流部の井堰で、深夜や急な夕立、または集中豪雨

時に井堰の操作が間に合わず、たびたび井堰周辺農地は浸水の被害がありました。

このたび、自動倒伏式のステンレスゲート、幅５.１２メートルを設置すること

で、これらの浸水被害を回避することと上流の水位を下げることができるものと

予想しております。 

なお、手動の巻き上げゲートは泥抜き用でございます。 

井堰の上流部には、清掃や点検に利用する川底へのメンテナンス用進入路、幅

３.５メートルを設置しております。 

これまで南田原で進めている雨水幹線の事業は、最下流部から始めるのが本来

でありますが、中間部からの工事を進めなければならないという状態が続いてお

りました。このたび、地元長目区の協力を得て、また水利関係者の合意が得られ、

ようやく市川の合流となる最下流部の工事が進むこととなりました。 

ただ、関係する上流の雨水幹線は途中の段階ですが、完成すれば、部分的では

ありますが、浸水対策としての効果が期待できるものと考えます。 

以上で議案第６１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますよう、お願いいたします。 

議 長 次に、議案第６２号、物品購入契約について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

学校教育課長 議案第６２号、物品購入契約について、ご説明申し上げます。 

去る８月３１日に指名競争入札に付した小・中学校教育用コンピューターシス

テム購入に係る物品購入契約を地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、

議会の議決を得て契約を締結しようとするものであります。 

契約の相手方は、神戸市中央区磯辺通２丁目１番１３号、株式会社ニチワ、代

表取締役、中田睦久で、契約金額は、１億１,５０８万円です。 

入札結果及び納期等についてご説明申し上げます。 

学校教育課説明資料１ページをお願いいたします。 

入札は指名競争入札により５社を指名し、うち１社の辞退がありました。 

入札回数は１回で落札し、落札金額は税込みで１億１,５０８万円であります。 

小学校、中学校の内訳は、小学校が６,５５２万円、中学校が４,９５６万円と

なっております。 

納期につきましては、小学校が平成２１年１１月３０日、中学校が平成２１年

１２月２１日となっております。 

説明資料２ページをお願いいたします。主な購入製品を示しております。 

児童・生徒の１人１台パソコンといたしまして、コンピューター室に６校で２
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２０台、校内ＬＡＮ用のパソコンを６校で１４７台、５０インチの電子黒板を各

校２台、そのほかプリンター、デジタルカメラ、教育用ソフト等の整備を行いま

す。 

以上で議案第６２号の提案説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同賜

りますよう、よろしくお願いをいたします。 

議 長 以上で、本定例会第１日目の日程はすべて終了いたしました。 

本日は、これにて散会することといたします。お疲れさまでございました。 

 

散会 午後１時４５分 


